
現役高校生に
聞きました！

『選挙を前に思うこと』
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後期高齢者医療制度
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
主

に
75
歳
以
上
の
方
が
被
保
険
者
と

な
る
高
齢
者
の
た
め
の
医
療
保
険

制
度
で
す
。

　
被
保
険
者
の
み
な
さ
ん
が
病
気

や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
の
医
療
費
な

ど
の
支
払
い
に
あ
て
る
た
め
、
医

療
給
付
費
の
一
定
割
合
を
保
険
料

と
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
運
営
の
た
め
に
貴
重
な
財

源
と
な
り
ま
す
。

平
成
28
年
・
29
年
度
の

保
険
料
率

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
保
険
料
率
は
、

神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
が
２
年
ご
と
に
見
直
し
を
行

い
、
決
定
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
率

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

保
険
料
の
算
定
方
法

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ず

つ
算
定
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
額
は
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
に
均
等
に
賦
課
さ
れ
る

「
均
等
割
額
」
と
、
所
得
に
応
じ

て
決
め
ら
れ
る
「
所
得
割
額
」
を

合
計
し
た
額
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
等
の
条
件
に
よ
っ

て
は
保
険
料
の
軽
減
措
置
が
あ
り

ま
す
。

※

平
成
28
年
度
か
ら
均
等
割
額
の

軽
減
措
置
の
う
ち
５
割
軽
減
・
２

割
軽
減
の
軽
減
対
象
の
拡
大
が
図

ら
れ
ま
す
。

被
保
険
者
の
方
に
は

　
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
「
平
成

28
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
で
保
険
料
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

選
挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
に

引
き
下
げ
ら
れ
ま
す

　
平
成
27
年
６
月
の
公
職
選
挙
法

等
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
選
挙
権
年

齢
が
「
満
20
歳
以
上
」
か
ら
「
満
18

歳
以
上
」に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
改
正
に
よ
り
、
平
成
28
年

６
月
19
日
以
降
に
行
わ
れ
る
国
政

選
挙
か
ら
18
歳
・
19
歳
の
方
も
投

票
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
平
成
28
年
７
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選

挙
か
ら
適
用
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。

　選
挙
人
名
簿
登
録
制
度
の
見
直
し

　
選
挙
権
年
齢
の
引
下
げ
に
伴
い
、

新
た
に
有
権
者
と
な
る
18
歳
・
19

歳
の
方
が
選
挙
直
前
に
転
居
し
た

場
合
に
投
票
で
き
な
く
な
る
ケ
ー

ス
を
解
消
す
る
た
め
、
公
職
選
挙

法
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
有

権
者
と
な
る
方
が
選
挙
直
前
に
転

居
し
た
場
合
で
も
、
旧
住
所
地
に

３
か
月
以
上
居
住
し
、
転
出
後
４

か
月
を
経
過
し
て
い
な
け
れ
ば
、

旧
住
所
地
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
、
旧
住
所
地
で
投
票
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

県
立
吉
田
島
総
合
高
等
学
校
で
出

前
授
業

　
５
月
６
日
㈮
に
、
県
立
吉
田
島

総
合
高
等
学
校
に
お
い
て
、
町
選

挙
管
理
委
員
会
が
３
年
生
を
対
象

に
「
高
校
生
の
政
治
参
加
」
を
テ
ー

マ
に
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　平
成
28
・
29
年
度
の
保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

本
人
負
担

平成28・29年度の保険料率

後期高齢者医療制度のしくみ

後期高齢者支援金
（若年者の保険料）

約4割

高
齢
者
の

保

険

料
約1割

医療費

公費（国・県・町)
約5割

医療給付費

●問 

保
険
健
康
課

　☎
84
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
制
度
の
安
定
し
た
財
政
運
営
を
図

る
た
め
、
県
内
一
律
で
、
２
年
ご
と
に
保
険
料
率
の
見
直
し
を
行

っ
て
い
ま
す
。

均等割額

所得割率

42,580円

8.30％

849円増

0.36ポイント増

43,429円

8.66％

平成
26・27
年度

差引
（増減）

平成
28・29
年度

　現在、お使いの保険証の有効期限は７月３１日です。８月１日からお使いいただく
新しい保険証は７月下旬に書留で郵送します。

被保険者証の更新のお知らせ

真剣に授業を聴く３年生

檜山夏穂さん（３年）
ひ なつやま ほ

県立吉田島総合高等学校の生徒会役員、農業クラブ、有志の皆さん

は
じ
ま
り
ま
す
！
18
歳
か
ら
の
選
挙

●問 

選
挙
管
理
委
員
会
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　授業を受けて、選挙に行く時
は、投票所入場券を忘れずに持
参することや選挙運動でやって
良いことといけないことなど、基
本的なルールや仕組みを理解す
ることができました。
　今後、高校生も有権者の仲
間入りをしますが、候補者には、
高校生にも理解できるような分
かりやすい言葉を使った選挙運
動を心がけてほしいと思います。

新有権者に
インタビュー

後期高齢者医療制度の保険料

均等割額

×8.66％
所得割額  

（平成27年中の所得ー33万円）

＋ ＝ 年間保険料
10円未満は切り捨てます。

所得割額

保険料は均等割額と所得割額の合計で個人ごとに計算されます。

賦課限度額 年57万円 が上限です。

18歳からの選挙

43,429円
均等割額

詳しくは、
町の

ホームページを
ご覧ください！


